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令和６年９月三芳町農業委員会総会議事録 

 

1. 開催日時 令和６年９月２５日（水） 午後２時００分～午後３時００分 

 

2.開催場所 三芳町役場 3０１会議室 

 

3.出席委員 1２人 

会長            長谷川 清行 

会長職務代理      古寺 貞雄 

委員            島田 裕康 

               矢島 秀信 

               鈴木 浩之 

               淸水 高広 

               塩野 智恵 

               武田 修二 

               鈴木 浩 

               髙山 誠二 

               井田 周 

               田中 義行 

        

4.議事日程 

第１   議事録署名委員の指名 

第２ 会議書記の指名 

 

議案第４７号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による決定の件 

議案第４８号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による決定の件（農地中間管理

機構分） 

議案第４９号 農用地利用集積等促進計画案の作成について 

議案第５０号 農地法第５条の規定による農地転用許可申請に対する意見具申の件 

議案第５１号 相続税の納税猶予に関する適格者証明書の件 

議案第５２号 相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況確認の件 

報告第４０号 農地法第３条の３の規定による権利移転届出書受理の件（報告） 

報告第４１号 農地法第５条の規定による農地転用届出書受理の件（報告） 

 

５．農業委員会事務局職員 

事務局長 三浦 康晴  事務局次長 小林 豊明  主   幹 江田 直也 

主   事 三浦 涼太  主     事 石原 柊   主 事 補 清水 大輝 

 

６．会議の概要 

 

職務代理 それでは、三芳町農業委員会総会会議規則第６条により、出席委員が過半数に達

 しておりますので、ただいまより総会を開催いたします。 
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 本日の議事における、議事録署名委員の指名については、議事録署名委員に１番

島田裕康委員、５番塩野智恵委員を選任します。本日の議事における、会議書記

には農業委員会事務局の三浦主事を指名いたします。それでは本日の提出議案

案件について、事務局より概要説明を求めます。 

 

事務局 議案第４７号、１、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による決定の

件、別紙のとおり 

 議案第４８号、1、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による決定の件

（農地中間管理機構分）、別紙のとおり 

 議案第４９号、１、農用地利用集積等促進計画案の作成について、別紙のとおり 

 議案第５０号、１、農地法第５条の規定による農地転用許可申請に対する意見具

申の件、別紙のとおり 

 議案第５１号、１、相続税の納税猶予に関する適格者証明書の件、別紙のとおり 

 議案第５２号、１、相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況確認の件、別

紙のとおり 

 報告第４０号、１、農地法第３条の３の規定による権利移転届出書受理の件（報

告）、別紙のとおり 

 報告第４１号、１、農地法第５条の規定による農地転用届出書受理の件（報告）、

別紙のとおり 

 

 令和６年９月２５日提出 

 三芳町農業委員会 

 会長 長谷川 清行 

 以上でございます。 

 

職務代理 議案第４７号番号１について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 事務局より説明いたします。 

 １ページをご覧ください。 

 議案第４７号は、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の農用地利用集積計

画による利用権設定の件となります。 

 番号１につきましては、 

 所在が〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○の計３筆となります。 

 所在につきましては、２ページから４ページの案内図、公図の写しをご覧くださ

い。 

 登記簿地目、現況地目ともに畑であり、農振農用地となります。 

 面積は上から９５５㎡、９９８㎡、５１６㎡の計２，４６９㎡であり、権利が賃借権の設

定です。 

 貸人が〇〇○○、〇〇○○ 

 借人が〇〇○○、〇〇○○ 

 権利の始期と終期ですが、 

 令和７年１月１日から令和９年１２月３１日までの３年間となります。 



 

3 

 なお、継続の利用権設定となります。 

 次に申請書に基づいて借人についてご説明します。 

 機械は、トラクター１台、耕うん機１台、トラック１台などを所有しており、農業を営

む環境にあると判断します。労働力は申請者含め３名となっています。主たる経

営作物は、ほうれん草、人参、ネギとなります。 

 農作業従事日数については、申請者は３００日となっております。 

 また、〇〇○○さんは、三芳町で 8,015㎡の農地を現在経営されております。 

 事務局からは以上です。 

 

職務代理 地元委員より補足説明をお願いします。 

 

１３番委員 先日、７番委員とともに現地確認及び申請者に話を伺いました。当該地は耕うん

されており、ナスが作付けされておりました。今後は秋から冬にかけてほうれん

草を作付けする予定とのことです。一生懸命に農業に励まれている方です。ご審

議の程よろしくお願いいたします。 

 

職務代理 議案第４７号番号１について何か意見ございませんか。 

 

 異議なしの声がでましたので、決定とします。 

 

 議案第４８号番号１及び議案第４９号番号１について事務局より説明をお願いし

ます。 

 

事務局 ５ページをご覧ください。 

 議案第４８号は、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の農用地利用集積計

画いわゆる利用権設定の農地中間管理機構転貸方式での申請となっており、地

権者から農地中間管理機構である埼玉県農林公社への貸付の件についてご審

議いただきます。一方で議案第４９号では農用地利用集積等促進計画案の作成

の件となっており、埼玉県農林公社が貸付人になった農用地促進計画（案）につ

いて三芳町長より意見照会がありました。議案第４８号と議案第４９号は所在が

同一であるため一括で説明いたします。 

 議案第４８号番号１につきましては、 

 所在が〇〇○○の１筆となります。 

 所在につきましては、７ページから８ページの案内図、公図の写しをご覧くださ

い。 

 登記簿地目、現況地目ともに畑であり、農振農用地となります。 

 面積は２，０３７㎡であり、権利が使用貸借権の設定です。 

 貸人が〇〇○○、〇〇○○ 

 借人が〇〇○○、〇〇○○ 

 続きまして６ページをご覧ください。 

 議案第４９号番号１につきましては 

 貸人が〇〇○○、〇〇○○ 
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 借人が〇〇○○、〇〇○○ 

 権利の始期と終期ですが、 

 令和６年１２月１日から令和１６年１１月３０日までの１０年間となります。 

 なお、新規の利用権設定となります。 

 次に申請書に基づいて借人についてご説明します。 

  労働力は申請者含め３名となっています。主たる経営作物は、ねぎ、きゃべつ、ブ

ロッコリーとなります。 

 農作業従事日数については、申請者は３００日で他に２名が満たしています。 

 また、〇〇○○さんは、三芳町で３６，３６６㎡の農地を現在経営されております。 

 事務局からは以上です。 

 

職務代理 地元委員より補足説明をお願いします。 

 

１１番委員 申請人につきましては、精力的に農業に取り組まれており、主にネギを栽培され

ております。申請地に関しましては適切に管理されており、いつでも作業可能な

状態であります。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

職務代理 議案第４８号番号１及び議案第４９号番号１について何か意見ございませんか。 

 

 異議なしの声がでましたので、議案第４８号番号１については決定とし、 

 議案第４９号番号１については意見無しとします。 

 

 議案第５０号番号１について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 ９ページをご覧ください。 

 議案第５０号は農地法第５条の規定による農地転用許可申請になります。 

 番号１につきましては、 

 権利が所有権の移転となっております。 

 所在が〇〇○○の１筆となります。 

 所在につきましては、１０ページから１１ページの案内図、公図の写しをご覧くださ

い。 

 登記簿地目、現況地目ともに畑であり、農振地域となっております。 

 面積は４４㎡となっております。 

 譲渡人が〇〇○○、〇〇○○ 

 譲受人が〇〇○○、〇〇○○ 

 申請事由が、通路敷地となっております。 

 詳しい土地の選定理由ですが、住居地の出入口が狭く、不便を感じており、また

車での出入りに危険を感じていたため、親戚の隣地所有者に交渉したところ、快

諾していただけたため今回の申請に至ったとのことです。 

 詳しい土地利用計画図は、１２ページをご覧ください。 

 続きまして、１３ページの許可基準に基づきましてご説明いたします。 
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 こちら立地基準としては、２管２施設という基準があり、これを満たすため、第３

種農地と判断しております。 

 「２管２施設」の「２管」とは水道管、下水道管、ガス管のうち２種類以上が入って

いることを指しており、その２種類以上が埋設された道路の沿道の区域にあるこ

とが条件となります。また、「２施設」とは、教育施設や医療施設等の公共施設又

は公益的施設が周囲５00ｍ以内に存在していることが条件となっております。 

 今回は水道管、下水道管の２管、そして西方向に〇〇○○、〇〇○○の２施設が

ございます。この基準を満たしているため第３種農地と判断しております。 

 続いて、一般基準についてご説明いたします。 

 資力および信用についてや申請後速やかに事業を実施する見込みがあるかどう

か、などア～キについての基準について、資料を添付させて支障がないと考えて

おります。 

 次に周辺の農地に係る営農条件についてもア～エの基準について、申請書添付

資料などで確認しておりまして、支障はないと考えております。 

 事務局からは以上です。 

 

職務代理 地元委員より補足説明をお願いします。 

 

４番委員 申請者によりますと、進入路から道路へ出る際には見通しも悪く、通行する車両

も多いため、出入りが大変とのことで今日の申請に至ったとのことです。ご審議

の程よろしくお願いいたします。 

 

職務代理 議案第５０号番号１について何か意見ございませんか。 

 

 異議なしの声がでましたので、許可相当とします。 

 

 議案第５１号番号１について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 １４ページをご覧ください。 

 議案第５１号は、相続税の納税猶予に関する適格者証明書の件となります。 

 番号１につきましては、 

 所在が〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○の計５筆となってお

ります。 

 所在につきましては、１５ページから２０ページの案内図、公図の写しをご覧くださ

い。 

 登記簿地目、現況地目ともに畑となっており、農振農用地となっております。 

 面積は上から４，３５３㎡、３，８５１㎡、１，１９３㎡、２，０２８㎡、２，２１６㎡の合計１

３，６４１㎡となっております。 

 被相続人が、〇〇○○、〇〇○○ 

 相続人が、〇〇○○、〇〇○○となっております。 

 納税猶予区分は、相続税で、相続開始年月日は令和６年１月３０日となっており

ます。 
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 被相続人は、亡くなる日まで農業を営んでおり、相続人は、引き続き農業経営を

行っていくことを確認しており、申請書や台帳、現地確認の結果、要件を満たし

ていると考えます。 

 事務局からは以上です。 

 

職務代理 地元委員より補足説明をお願いします。 

 

１番委員 申請人は誠実に農業に励まれており、直売所を中心に野菜を卸しています。家

族ともに一生懸命に取り組まれており、農地に関しても適切に管理されておりま

す。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

職務代理 議案第５１号番号１について何か意見ございませんか。 

 

 異議なしの声がでましたので、適格者とします。 

 

 議案第５１号番号２について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 続きまして 21ページをご覧ください 

 番号２につきましては、 

 所在が〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇

○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○

○、〇〇○○の計１５筆となっております。 

 所在につきましては、２２ページから３０ページの案内図、公図の写しをご覧くだ

さい。 

 登記簿地目、現況地目ともに畑となっており、農振農用地となっております。 

 面積は上から２，７２３㎡、３，１８３㎡、２，４９１㎡、1８㎡、２，０１２㎡、１２１㎡、８７

㎡、７９８㎡、５．３１㎡、７４３㎡、１，７４３㎡、３９３㎡、１，９５１㎡、１，１１０㎡、２５０㎡

の合計１７，６２８.３１㎡となっております。 

 被相続人が、〇〇○○、〇〇○○ 

 相続人が、〇〇○○、〇〇○○となっております。 

 納税猶予区分は、相続税で、相続開始年月日は令和５年１２月２９日となっており

ます。 

 被相続人は、亡くなる日まで農業を営んでおり、相続人は、引き続き農業経営を

行っていくことを確認しており、申請書や台帳、現地確認の結果、要件を満たし

ていると考えます。 

 事務局からは以上です。 

 

職務代理 地元委員より補足説明をお願いします。 

 

１２番委員 先日、現地の確認とともに申請者へ話を伺って参りました。里芋の出荷調整をさ

れており、他にもほうれん草の作付け準備をされておりました。農地に関しては
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適切に管理されており、問題ないかと思われます。ご審議の程よろしくお願いい

たします。 

 

職務代理 議案第５１号番号２について何か意見ございませんか。 

 

 異議なしの声がでましたので、適格者とします。 

 

 議案第５１号番号３について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 続きまして３１ページをご覧ください 

 番号３につきましては、 

 所在が〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○の計４筆となっております。 

 所在につきましては、３２ページから３４ページの案内図、公図の写しをご覧くだ

さい。 

 登記簿地目、現況地目ともに畑となっており、農振地域外となっております。 

 面積は上から１，３０２㎡、５９６㎡、４２６㎡、２０６㎡の合計２，５３０㎡となっており

ます。 

 被相続人が、〇〇○○、〇〇○○ 

 相続人が、〇〇○○、〇〇○○となっております。 

 納税猶予区分は、相続税で、相続開始年月日は令和５年１２月１０日となっており

ます。 

 被相続人は、亡くなる日まで農業を営んでおり、相続人は、引き続き農業経営を

行っていくことを確認しており、申請書や台帳、現地確認の結果、要件を満たし

ていると考えます。 

 事務局からは以上です。 

 

職務代理 地元委員より補足説明をお願いします。 

 

３番委員 先日、現地を確認して参りました。相続人の息子も就農しており、家族３人で苺

の栽培をされております。苺の収穫後は夏野菜を栽培し、直売所を中心に一年

中農業に励まれており、適格者として問題ないと思います。ご審議の程よろしく

お願いいたします。 

 

職務代理 議案第５１号番号３について何か意見ございませんか。 

 

１番委員 今回の納税猶予を受ける農地以外にも農地を有していますか。 

 

３番委員 他にも農地を有しています。 

 

職務代理 他に何かご意見ございませんか。 

 

 異議なしの声がでましたので、適格者とします。 
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 議案第５２号番号１について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 35ページをご覧ください。 

 議案第５２号は相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況確認の件となっ

ております。 

 こちらについて、相続税の納税猶予、以前は２０年経過すると免除という形にな

っていましたので、その２０年が経過するにあたり、税務署よりこちらの農業委員

会に対して利用状況の確認依頼があり、今回審議案件といたしました。 

 番号 1につきましては、 

 所在が〇〇○○の１筆となっております。 

 所在につきましては３６ページの案内図をご覧ください。 

 登記簿地目、現況地目ともに畑となっております。 

 面積は１，２０６㎡となっております。 

 照会人は、〇〇○○、〇〇○○ 

 納税猶予の免除年月日は令和７年１月７日となっております。 

 事務局からは以上です。 

 

職務代理 地元委員より補足説明をお願いします。 

 

２番委員 先日、現地を確認して参りました。作付け等はされておりませんでしたが、適切に

管理されており、すぐに作付け可能な状態でした。ご審議の程よろしくお願いい

たします。 

 

職務代理 議案第５２号番号１について何か意見ございませんか。 

 

 異議なしの声がでましたので、決定とします。 

 

 議案第５２号番号２について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 35ページをご覧ください。 

 番号２につきましては 

 所在が〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○の計６

筆となっております。 

 所在につきましては３７ページの案内図をご覧ください。 

 登記簿地目、現況地目ともに畑となっております。 

 面積は上から１，０７６㎡、９８８㎡、９８８㎡、９７５㎡、９８７㎡、９８８㎡の合計６，０

０２㎡となっております。 

 照会人は〇〇○○、〇〇○○ 

 納税猶予の免除年月日は令和７年１０月２６日となっております。 

 事務局からは以上です。 
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職務代理 地元委員より補足説明をお願いします。 

 

２番委員 先日、現地を確認して参りました。適切に管理されており、問題ないと思われま

す。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

職務代理 議案第５２号番号２について何か意見ございませんか。 

 

 異議なしの声がでましたので、決定とします。 

 

 議案第５２号番号３について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 ３８ページをご覧ください。 

 番号３につきましては 

 所在が、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇

○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○

○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○

の計２１筆となっております。 

 所在につきましては、３９ページから４０ページの案内図をご覧ください。 

 登記簿地目、現況地目ともに畑となっております。 

 面積は上から、３，２７２㎡、３，１３５㎡、１，７２９㎡、６１０㎡、１８２㎡、４１５㎡、３，７

０４㎡、４，０５０㎡、２，８１４㎡、９８５㎡、４，７６０㎡、３，０８６㎡、９６０㎡、１，８３４

㎡、１，２５７㎡、２，７４７㎡、１，３７４㎡、２５６㎡、３，４２６㎡、２，６５８㎡、６７４㎡の

計４３，９２８㎡となっております。 

 照会人は〇〇○○、〇〇○○ 

 納税猶予の免除年月日は令和７年９月２２日となっております。 

 事務局からは以上です。 

 

職務代理 地元委員より補足説明をお願いします。 

 

２番委員 先日、現地を確認して参りました。照会人は〇〇○○という茶屋を経営しており

ます。その他野菜も栽培されており、スーパーマーケットを中心に卸されておりま

す。農地に関しては適切に管理されているため、問題ないと思われます。ご審議

の程よろしくお願いいたします。 

 

職務代理 議案第５２号番号３について何か意見ございませんか。 

 

 異議なしの声がでましたので、決定とします。 

 

 議案第５２号番号４について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 ４１ページをご覧ください。 

 番号４につきましては、 
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 所在が〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○の計４筆となっております。 

 所在につきましては、４２ページの案内図をご覧ください。 

 登記簿地目、現況地目ともに畑となっております。 

 面積が上から４６９㎡、４７６㎡、４８５㎡、４７７㎡の計１，９０７㎡となっております。 

 照会人は、〇〇○○、〇〇○○ 

 納税猶予の免除年月日は令和７年２月８日となっております。 

 事務局からは以上です。 

 

職務代理 地元委員より補足説明をお願いします。 

 

１２番委員 先日、現地確認をして参りました。農地にはハウスが２棟建っており、中にはポッ

トの苗が一面にありました。農地として問題なく使われております。ご審議の程よ

ろしくお願いいたします。 

 

職務代理 議案第５２号番号４について何か意見ございませんか。 

 

 異議なしの声がでましたので、決定とします。 

 

 議案第５２号番号５について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 ４１ページをご覧ください。 

 番号５につきましては、 

 所在が〇〇○○、〇〇○○、〇〇○○の計３筆となっております。 

 所在につきましては、４３ページの案内図をご覧ください。 

 登記簿地目、現況地目ともに畑となっております。 

 面積が上から１，００７㎡、１，９６８㎡、１，１６４㎡の計４，１３９㎡となっております。 

 照会人は、〇〇○○、〇〇○○ 

 納税猶予の免除年月日は令和７年８月４日となっております。 

 事務局からは以上です。 

 

職務代理 地元委員より補足説明をお願いします。 

 

１３番委員 先日、現地を確認して参りました。また照会人へも話を伺いました。自家用の里

芋やネギが作付されておりました。定期的な農地の管理をされており、適切な状

態に保たれておりました。これからも管理を続けるとのことでしたので、問題ない

かと思われます。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

職務代理 議案第５２号番号５について何か意見ございませんか。 

 

 異議なしの声がでましたので、決定とします。 

 

 これよりは報告案件となるため、事務局より説明をお願いします。 
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事務局 ４４ページをご覧ください 

 報告第４０号は、農地法第３条の３の規定による相続等による権利移転届出書受

理の件となっております。 

 番号１につきましては、 

 所在が〇〇○○の１筆となっております。 

 所在につきましては、4５ページから 4６ページの案内図、公図の写しをご覧くだ

さい。 

 登記簿地目、現況地目ともに畑で、 

 面積は１,９８３㎡となっております。 

 被相続人が、〇〇○○、〇〇○○ 

 相続人が、〇〇○○、〇〇○○ 

 権利は所有権の移転で、申請事由は相続となり、 

 あっせんの希望は無しで受理済みです。 

 

 続きまして４７ページをご覧ください。 

 報告第４１号は、農地法第５条の規定による市街化区域内農地における転用届

出書受理の件となっております。 

 番号１につきましては、権利は、賃借権の設定で、 

 所在が〇〇○○の計１筆となっております。 

 所在につきましては、４８ページから５０ページまでの案内図、公図の写し、配置

図をご覧ください。 

 登記簿地目は畑で、現況地目は宅地となっております。 

 当該地は市街化区域であり、農地転用の届出につきましては原則転用する前に

届出を出すことになっておりますが、本案件につきましては、平成５年の届出書

から当該地の記載が漏れておりました。今後このようなことがないように気を付

ける旨の理由書が地権者より提出されているところでございます。 

 面積は３２５㎡となっております。 

 貸人が、〇〇○○、〇〇○○（持分３分の１） 

 〇〇○○、〇〇○○（持分３分の１） 

 〇〇○○、〇〇○○（持分３分の１） 

 借人が、〇〇○○、〇〇○○ 

 申請事由は、店舗・建物敷地として受理済みです。 

  

 事務局からは以上です。 

 

職務代理 以上で、本日の提出議案はすべて終了しました。 

 最後に、事務局に申し伝えます。本日すべての議事が議決となりました。議案の議

決文を作成し、本日の議案書とともに保管してください。 
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上記会議の顛末に相違がないことを証明するため、署名する。 

令和 6 年 10 月 25 日 

 

       議長      長谷川 清行 

 

         署名委員   島田 裕康 

 

 署名委員   塩野 智恵 


